
令和７年度 
 

越谷市バレーボール連盟 

総会 

 
日時 令和７年４月 22日（火）19：00～ 

 

場所 越谷市中央市民会館  

4F 16～18会議室 



 

越谷市バレーボール連盟 

会 議   次 第 

 

   

１ 議案第１号･････令和６年度事業報告  

２ 議案第２号･････令和６年度会計報告 

            会計監査報告 

３ 議案第３号･････令和７年度事業計画 (案) 

４ 議案第４号･････令和７年度会計予算 (案) 

５ 議案第５号･････家庭婦人クラス別 (案) 

６ その他 
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〔議案第 1号〕 

令和６年度事業報告 
 

4.6 (日）・・・・埼葛地区家庭婦人バレーボール連絡協議会 総会 (春日部市民体育館） 

 

4.22（月）・・・・・越谷市バレーボール連盟総会 

 

4.29（祝・月）・・・越谷市バレーボール連盟審判講習会 

 

   5.22（水）・・・・・第 49回越谷市家庭婦人バレーボール大会（後援） 

 

6.16（日）・・・・・埼葛地区家庭婦人バレーボール連絡協議会 審判講習会 

（春日部市民体育館） 

 

6.29（土）・・・・・第 90回市民バレーボール大会（家庭婦人:24チーム参加）  

                       ※大会結果は別紙参照 

 

7.7（日）・・・第 90回市民バレーボール大会（家庭婦人:7チーム）※大会結果は別紙参照 

                      （一般男子） 優勝:kitakoshi 準優勝:ふぁぶり～ず 

 

  7.20 (土)・・・・・埼玉県東部バレーボール審判講習会 

 

  7.23 (火)・・・・第 57回埼玉県東部バレーボール大会 寿の部 予選会２チーム参加 

                              (越谷市西体育館） 

 

7.28 (日）・・・・・第 39回越谷四十路バレーボール大会（後援） 

  

8.26 (月）・・・・・第 32回越谷市高校生バレーボール大会（後援） 

 

8.31 (土）・・・・・第 48回越谷六人制バレーボール大会（一般男子:4チーム参加） 

                優勝:kitakoshi  準優勝:飯能倶楽部  第３位:Drop JYVC 

 

8.31(土）・9.1(日)・・・第 48回越谷九人制バレーボール大会 

（家庭婦人:31チーム参加  ※大会結果は別紙参照）             

 

9.23 (日）・・・・・第 22回越谷いそじバレーボール大会（後援） 

 

10.14 (祝・月）・・・第 57回埼玉県東部バレーボール大会 (一般男女・家庭婦人) 



 

2 

 

 

 

 

10.19(土）・20(日）・・第 69回市民体育祭第一部大会兼第 29回会長杯バレーボール大会 

                          （家庭婦人:31チーム参加） 

３大会 総合順位 １部 優勝:あおいクラブ 準優勝:出羽クラブ 

                  ２部  優勝:美楽来 dash   準優勝:西クラブ 

                  ３部 優勝:FRIENDS     準優勝:CRESCENDO 

                  ４部 優勝:ぱわふる   準優勝:Witch 

 

 11.3  (祝・月)・・・第 69回市民体育祭中央大会  (協力:ぱわふる) 

 

11.24 (日)・・・・・第 57回埼葛地区家庭婦人バレーボール大会 (春日部ウィングハット) 

            

11.30 (日）・・・・越谷市バレーボール連盟審判講習会 

 

12.1 (日）・・・・第 69回越谷市内駅伝競走大会兼地区対抗市内駅伝競走大会 

                    （協力:VOICE，西クラブ，ふぁぶり～ず） 

 

12.8(日）・・・・・第 69回市民体育祭第一部大会兼第 29回会長杯バレーボール大会 

        （一般男子：6チーム参加）  優勝:飛翔  準優勝:kitakoshi  

 

 R7.1.1 (祝・水）・・・・第 60回越谷市元旦マラソン大会 

                  （協力:3peace,ウィズ飛鳥,あおいクラブ） 

 

  3.2（日）・・・越谷市バレーボール連盟審判講習会 

 

3.21（金）・・・・・越谷市バレーボール連盟理事会 
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(議案第３号)

会　　場

4.22 (火） 中央市民会館　4階16～18会議室（19時～）

4.29（祝・火 ） 総合体育館　　第2体育室

5.21 （水） 総合体育館　　第1体育室

6.28 （土） 総合体育館　　第1・第2体育室

6.29 （日） 総合体育館　　第1体育室

6.29 （日） 総合体育館　　第1体育室

8.23 （土） 総合体育館　　第1体育室

8.30 (土) 総合体育館　　第1・第2体育室

8.31 （日） 総合体育館　　第1体育室

8.31 (日) 総合体育館　　第1体育室

9.23 （祝・火） 総合体育館　　第1体育室

１部 越谷市立北体育館

２部 越谷市立南体育館

３部 越谷市立北体育館

４部 越谷市立南体育館

10.19 （日） 地域スポーツセンター

11.30 （日） 越谷市立南体育館

11.3 （祝・月） 久喜市

4.5 (土) 庄和総合体育館

5.25 （日） 春日部市立市民体育館（大沼公園）

11.2 （日） アイル・アリーナ ウィング・ハット春日
部

8.27 （水） 総合体育館　　第1体育室

11.2 （日） しらこばと運動公園

12.7 （日） 市内駅伝コース

R8.1. 1 (祝・木) 総合体育館周辺コース

第57回埼玉県東部バレーボール大会（一般男女・家庭婦人）

第23回越谷いそじバレーボール大会（後援）

日　程

第70回市民体育祭第一部大会  兼
第30回会長杯バレーボール大会（一般男子）

越谷市バレーボール連盟審判講習会

10.12 （日） 第70回市民体育祭第一部大会  兼
第30回会長杯バレーボール大会（家庭婦人）

10.13 （祝・月） 第70回市民体育祭第一部大会  兼
第30回会長杯バレーボール大会（家庭婦人）

令和7年度事業計画（案）

令和７年度　埼玉県東部連盟バレーボール

令和７年度埼葛地区家庭婦人バレーボール連絡協議会

高校生大会

越谷市バレーボール連盟総会

越谷市バレーボール連盟審判講習会

第50回越谷市家庭婦人バレーボール大会

第91回市民バレーボール大会（家庭婦人 １部・２部・３部）

第91回市民バレーボール大会（家庭婦人 ４部）

第91回市民バレーボール大会（一般男子）

第40回四十路バレーボール大会（後援）

第49回越谷九人制バレーボール大会（家庭婦人 １部・３部・４部）

第49回越谷九人制バレーボール大会（家庭婦人 ２部）

第49回越谷六人制バレーボール大会（一般男子）

行　　事　　名

第70回越谷市内駅伝競走大会　兼
地区対抗市内駅伝競走大会（予備日なし）
（協力:武蔵野クラブ・AMIGAS・大袋北クラブ）

第61回越谷市元旦マラソン大会
（協力:Families・BEGIN・美楽来dash）

埼葛地区家庭婦人バレーボール連絡協議会　総会

埼葛地区家庭婦人バレーボール連絡協議会　審判講習会

第58回埼葛地区家庭婦人バレーボール大会

第33回越谷高校生バレーボール大会（後援）

市民体育祭2025ファミリースポーツデイ（予備日なし）
（協力:飛鳥クラブ）

スポーツ協会主催事業　協力チーム

  4
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順位 順位

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 1 9 1

10 2 10 2

11 3 11 3

12 4 12 4

13 5 13 5

14 6 14 6

15 7 15 7

16 8 16 8

17 1 17 1

18 2 18 2

19 3 19 3

20 4 20 4

21 5 21 5

22 6 22 6

23 7 23 7

24 8 24 8

25 1 25 1

26 2 26 2

27 3 27 3

28 4 28 4

29 5 29 5

30 6 30 6

31 7 31 7

32 8 32 8

３

部

４

部

令和６年度 会長杯の結果より

１

部

２

部

３

部

４

部

令和７年度 家庭婦人クラス別 (案)

ウィズ飛鳥
HAPPY

SAWAKITA

飛鳥クラブ
ZAKKY'S

中央クラブ
武蔵野クラブ

FRIENDS
CRESENDO

BEGIN

CRESENDO

トトローズ

増林クラブ
ぱわふる

VOICE

（議案第5号）

１

部

BEGIN

チーム名

出羽クラブ
GRAND SLAM
1step V.C
Families
Bianca

２

部

チーム名

飛鳥クラブ

あおいクラブ
出羽クラブ
GRAND SLAM

美楽来dash
西クラブ

SEVEN

３PEACEα
トトローズ
SAWAKITA

ZAKKY'S
中央クラブ
武蔵野クラブ

VOICE
大袋北クラブ

大袋北クラブ
O・Y・C
３PEACEα

Ｗitch

1step V.C
Families
Bianca
SEVEN

美楽来dash
西クラブ

COLORS

ぱわふる
※Witch

増林クラブ
３PEACE

AMIGAS

ウイズ飛鳥
HAPPY

AMIGAS
DELFiNO

COLORS
ブルースカイ

３PEACE

FRIENDS

O・Y・C
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2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 11 9 7 5 3 1

2 13 6 11 4 10 1 8

3 11 6 4 9 2 8 13

4 9 11 4 2 7 14 6

5 7 4 9 2 14 5 12

6 5 10 2 7 14 12 3

7 3 1 8 14 5 12 10

8 1 8 13 6 12 3 10

7

第７試合

令和７年度　試合形式

チーム数

コート数

第１試合

第２試合

第３試合

第４試合

第５試合

第６試合

第１コート

１vs８

３vs６

１vs７

２vs５

１vs６

８vs４

１vs５

第８試合

第９試合

第１０試合

第１１試合

第１２試合

第１４試合

第１３試合

４vs７

第２コート

２vs７

４vs５

８vs６

３vs４

７vs５

２vs３

６vs４

７vs３

１vs４

６vs２

１vs３

５vs８

１vs２

５vs６

８vs２

５vs３

７vs８

４vs２

６vs７

３vs８
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◆◇◆◇◆◇ 越谷市バレーボール連盟規約 ◆◇◆◇◆◇ 

≪名称・事務局≫ 

【第 １ 条】 本連盟は越谷市バレーボール連盟と称し、事務局は会長指定の場所に置く。 

≪目的・事業≫ 

【第 ２ 条】 本連盟は越谷市内のバレーボール団体の相互親睦とバレーボール競技の普及発展に寄与するこ 

とを目的とする。 

【第 ３ 条】 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（1） 越谷市内のバレーボール団体の統括と相互連絡 

（2） 越谷市内における競技会の主催及び主管 

（3） 講習会等の開催 

（4） その他本連盟の目的達成に必要な各種の行事 

【第 ４ 条】 本連盟は市内バレーボール競技の統括団体として、越谷市体育協会及び東部バレーボール 

連盟に加盟する。 

≪組織≫ 

【第 ５ 条】 本連盟は越谷市内のバレーボール団体をもって組織する 

（1） 市内に在住在勤在学の男子で編成するチーム 

（2） 市内に在住在勤在学の女子で編成するチーム 

（3） 市内に在住の家庭婦人で編成するチーム 

① 4月 1日現在で 45 歳以上の女子も含む 

≪役員≫ 

【第 ６ 条】 本連盟に次の役員を置く。 

（1） 会 長・・・１ 名 

（2） 副 会 長・・・３ 名 

（3） 理 事 長・・・１ 名 

（4） 副 理 事 長・・・若干名 

（5） 会 計・・・２ 名 

（6） 監 事・・・２ 名 

（7） 理 事・・・各チーム１名以上 

（8） 専 門 部 長・・・各１名 

【第 ７ 条】 本連盟に名誉会長及び顧問を置くことができる。 

≪選任・任務≫ 

【第 ８ 条】 会長及び副会長は理事会で選出する。会長は連盟を代表して会務を統括するとともに役員会を 

招集してその議長となる。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。 

【第 ９ 条】 理事長及び副理事長は理事会で選出する。理事長は連盟の業務を執行する。副理事長は理事長 

        を補佐する。 

【第 10 条】 会計は理事会で選出する。会計は本連盟の会計業務を行う。 

【第 11 条】 監事は理事会で選出する。監事は本連盟の会計を監査する。 

【第 12 条】 理事は加盟団体からそれぞれ 1名以上推薦する。理事は連盟の意思決定に任ずる。 
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        理事は各部（総務部・競技部・審判部）に分かれて役割を担う。 

【第 13 条】 専門部長は各部より推薦する。専門部長は各部を統括する。 

 

≪任務≫ 

【第 14 条】 本連盟の役員任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期 

間とする。役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。 

≪会議≫ 

【第 15 条】 理事会はすべて役員で組織する。理事会は会長が招集し、次の事項を議決する。 

（1） 事業計画 

（2） 予算決算の承認 

（3） 役員の選任 

（4） 規約の改廃 

（5） その他重要事項 

【第 16 条】 各会議の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。 

≪専門部≫ 

【第 17 条】 本連盟に次の専門部を置く。 

（1） 総務部 

（2） 競技部 

（3） 審判部 

【第 18 条】 専門部の役割については別に定める。 

≪会計≫ 

【第 19 条】 本連盟の経費は、会費、参加費、寄付金、体育協会補助金及びその他で充当する。会費、参加 

費の額については、理事会で決める。 

≪登録≫ 

【第 20 条】 本連盟に加盟する団体は登録を必要とする。登録は毎年更新する。 

≪会計年度≫ 

【第 21 条】本連盟の会計年度は毎年 4月 1 日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

 附 則   この規約は、昭和 40年 10月 17 日より施行する。 

 附 則   この規約は、昭和 47年 4 月 15日より施行する。 

 附 則   この規約は、昭和 61年 4 月 22日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 4年 5月 8 日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 8年 4月 25日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 12年 4 月 20日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 18年 4 月 20日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 21年 4 月 20日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 27年 4 月 20日より施行する。 

 附 則   この規約は、平成 29年４月 21 日より施行する。 

    附 則   この規約は、平成 31 年４月 19 日より施行する。 

    附 則   この規約は、令和 6年４月 22 日より施行する。 
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≪別表（第 20条関係）≫ 

1. 総務部 （１）理事会、総会、開催要項・資料の作成、通知発送 

          （２）会議場所の確保、会議記録の作成・保管 

          （３）各種会議の通知発送 

    2. 競技部 （１）代表者会議の企画・運営 

    （２）各大会における会場の設営・後片付けの管理 

    （３）大会プログラムの作成 

    （４）競技委員の配置、競技の進行管理、成績確認・保管 

    （5）各種大会要項の作成、通知発送 

3. 審判部  （１）認定審判員の登録、管理、資格の更新 

    （２）各大会における認定審判員の配置及び審判 

    （３）各大会における試合の審判及び記録の作成 

    （４）審判員養成のための講習会開催 

 

 

 

 




